
グループホーム喜寿苑運営規程 

 

第１条（事業の目的） 

社会福祉法人寿宝会が開設するグループホーム喜寿苑(以下「事業所」という)が行う指

定介護予防認知症対応型共同生活介護及び、指定認知症対応型共同生活介護の事業（以下

｢事業｣という。）の適正な運営を確保するため人員及び管理運営に関する事項を定め、事業

所の従業者が要支援２又は、要介護状態にある認知症高齢者に対し、適正な事業を提供す

ることを目的とする。 

 

第 2 条（運営の方針） 

事業所の従事者は、介護サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護その他の日

常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要支援状態又は、要介護

状態等となった場合でも、利用者が事業所においてその有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう援助を行う。 

２ 事業の実施に当たっては、東三河広域連合、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サー

ビスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

第３条（事業所の名称及び所在地） 

事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。 

（1） 名  称  グループホーム喜寿苑 

（2） 所在地  愛知県豊橋市前芝町字加藤３８１番地２ 

 

第４条（職員の職種、員数及び職務内容） 

従業者の職種及び職務内容は次のとおりとする。 

（1）管理者 １名（常勤） 

事業所の従業員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。 

（小規模多機能ホーム喜寿苑管理者と兼務） 

（2）看護職員 １名 

利用者に対する日常的な健康管理、通常時及び利用者の状態に応じた医療機関との

連携、調整、介護サービス計画に基づく看護を行う。 

（3） 計画作成担当者 1 名以上  

計画作成担当者は、事業所が行う介護サービスの利用に関する介護計画の作成を行う。 

計画作成担当者のうち 1 以上の者は介護支援専門員とし、介護支援専門員でない他の

計画作成担当者の業務を監督する 



（4） 介護従事者 １3 名以上（常勤換算） 

介護従事者は介護サービス計画に基づき、事業の提供を行う。 

 

第５条（入所定員） 

定員は 18 名とする。（１ユニット９名、２ユニット９名） 

２ 事業所は、災害その他やむを得ない事情がある場合を除き、入所定員及び居室の定員を

越えて入所させないものとする。 

３ 空室を利用して各ユニット１名以内で短期利用ができるものとする。 

 

第６条（事業の内容） 

内容は次のとおりとする。 

（1）入浴、排泄、食事等介護及び日常生活上の世話 

（2）日常生活動作の機能訓練 

（3）療養上の世話 

（4）健康チェック 

 

第７条（利用料） 

事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該事業が法定代理

受領サービスであるときは、介護保険法に基づき保険者が発行する負担割合証に記載の割

合に応じた額を負担するものとする。 

２ 介護報酬に含まれない費用として、次の該当する利用料を徴収します。 

 （１） 家賃    83,000 円 

 （２） 光熱水費  18,400 円 

 （３） 食材料費は、1 日 1,120 円とする。 

 （４） 理美容代は、重要事項説明書に記載のとおりとする。 

 （５） オムツ代は、重要事項説明書に記載のとおりとする。 

（６）  日常生活において必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。 

 （７） ショートステイ滞在費 3,380 円（１日当たり） 

３ 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で

説明をした上で、署名及び押印の上同意を得るものとする。 

 

第８条（入居及び退居にあたっての留意事項） 

  従事者は、利用者が入居に際し、次の各号に留意してサービスを提供するものとする。 

（１） 事業による共同生活に支障がない者にサービスを提供するため、事前に主治の医師の

診断書等により心身の状況及び認知症である者であることを確認する。 

（２） 利用者の生活歴、病歴、入居に当たっての希望等を把握し、地域社会の一員として円



滑な生活の継続ができるよう支援するものとする。 

２ 利用者が退居する際は、円滑な退居のために次の各号に留意して必要な援助を行うもの

とする。 

（１） 利用者及び家族の希望を考慮し、退居後の生活環境及び介護及び医療の継続性に配慮

し、必要な援助を行う。 

（２） 指定居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者との密接な連携に努めるものとする。 

 

第９条（緊急時等における対応方法） 

従業者は、事業の提供を行っているとき、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じ

たときは、速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機関に連絡する等の処置を

講じ、管理者に報告しなければならない。 

 

第 10 条(非常災害対策) 

  事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連

携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その

他必要な訓練を行う。 

２ 事業所は前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に

努める。 

 

第 11条（虐待防止に関する事項） 

   事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものと

する。 

（１）  事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護従業者その

他の従業者に周知徹底を図る。 

（２）  事業所における虐待の防止のための指針を整備する。 

（３）  事業所において、介護従業者その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に

実施する。 

（４）  前三号に掲げる措置を適切に実施するために担当者を置く。 

 

第 12 条(その他運営についての留意事項) 

  事業所は、利用者に対して適切な事業所サービスを提供することができるよう、従業者

の勤務体制を決める。 

２ 事業所は、従業者の資質の向上を図るため、研修の機会を設ける。 

（１） 採用時研修 採用 1 ケ月以内 



（２） 継続研修  随時  

３ 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用

契約の内容に含むものとする。 

５ 事業所は利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。ただし、利

用者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を

記載するなど、適正な手続きにより緊急やむを得ない理由を記録する。 

６ 事業所は従業者に対し身分証明書を発行し、従業者はその勤務中はその身分証明を携行

する事により、利用者又はその家族から求められた時にはこれを提示して身分を明らかに

することとする。 

７ 事業所は、その運営に当たって、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を

行う等の地域との交流を深めることとする。 

８ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人寿宝会と事業所の

管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

 

附 則 

この規程は、平成２１年３月１日から施行する。 

 

改正 

平成２２年１０月２１日  

平成２４年３月１日 （従業者の職種、員数及び職務内容） 

平成２４年４月１日 （従業者の職種、員数及び職務内容） 

平成２５年４月１日 （従業者の職種、員数及び職務内容） 

平成２７年４月１日 （従業者の職種、員数及び職務内容） 

平成２８年４月１日 （従業者の職種、員数及び職務内容） 

平成２８年６月１日 （新規算定・認知症専門ケア加算Ⅰ） 

平成２９年９月１日 （従業者の職種、員数及び職務内容） 

平成２９年１０月１日 （従業者の職種、員数及び職務内容） 

平成３０年３月２１日 （従業者の職種、員数及び職務内容） 

平成３０年４月１日  （従業者の職種、員数及び職務内容） 

平成３０年５月１日  （従業者の職種、員数及び職務内容） 

平成３１年４月１日  （従業者の職種、員数及び職務内容） 

令和 １年１０月１日 （利用料） 

令和 ２年２月２１日 （従業者の職種、員数及び職務内容） 



令和 ３年６月１日  （従業者の職種、員数及び職務内容） 

令和 ３年８月１日  （虐待防止、非常災害対策、その他運営についての留意事項）  

令和 ４年１０月１日 （事業の目的、運営の方針、職員の職種、員数及び職務内容、入所

定員、利用料、非常災害対策、虐待防止に関する事項、その他運

営についての留意事項） 

令和 ６年４月１日  （事業の目的、職員の職種、員数及び職務内容、利用料、入居及び

退去にあたっての留意事項、緊急時等における対応方法） 


